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１ 申請できる団体  

町内自治会、老人クラブ、マンション管理組合などの非営利活動団体等 

 

２ 補助金の内容  

（１） 家庭系ごみ（粗大ごみを除く）のうち、可燃ごみ、不燃ごみ・有害ごみ、資源物（びん・缶・

ペットボトル、古紙・布類）を週１回以上、対象世帯から収集し、ごみステーションへ排出

した場合 

１，０００円／月／世帯 

（２） 団体が（１）の補助を初めて受ける場合 

（過去に補助金を受けた団体から分離する場合は対象外） 

１０，０００円（１回限り） 

 

３ 対象世帯の要件  

ごみ出しが困難な単身世帯で、次のいずれかの要件を満たした者。 

ただし、同様の要件を満たす同居人がいる場合は対象世帯とする。 

（１） 介護保険の要支援１・２又は要介護１から要介護５までの認定を受けている者 

（２） 身体障害者手帳１級又は２級を所持する者 

（３） 精神障害者保健福祉手帳１級を所持する者 

（４） 療育手帳Ⓐ又はAを所持する者 

（５）その他市長が認める者 

４ 事業のイメージ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみ出しが困難な一人暮らしの高齢者や障害者などの世帯から、協力員によるごみ出し支援を

行う団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付しています。 

 

 
ごみ出し支援事業対象世帯 
（ごみ出しが困難な高齢者等世帯） 

 
千 葉 市 
高齢福祉課 

ごみ出し支援事業団体 

週１回以上、対象世帯から可燃ごみ、 
不燃ごみ・有害ごみ、資源物をごみ 
ステーションへ排出します。 
希望者には、訪問時等に声かけをします。 

協力員 

団体へ補助金を交付 

市へ事前登録、補助金交付申請 
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R4.3版 

５ 登録申請書類等の配布  

市ホームページからダウンロード、または下記問い合わせ先で配布します。 

なお、留意事項などがありますので、登録申請前にご相談ください。 

 

６ 事務手続きの流れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 い 合 わ せ 先 

千葉市 保健福祉局 高齢障害部 高齢福祉課 

〒260-8722 千葉市中央区千葉港２-1 

ＴＥＬ 043-245-5250 

ＦＡＸ 043-245-5548 

団体登録申請書類の提出 

申 請 書 類 の 審 査 

ごみ出し支援事業の実施 

千葉市 高齢福祉課 

補助金の交付（口座振替） 

申請書類の提出（四半期ごと） 

登 録 通 知 千葉市 高齢福祉課 

千葉市 高齢福祉課 

高齢者等ごみ出し支援事業団体登録申請書（様式第１号） 

＜添付書類＞ ・事業実施区域の地図 

・高齢者等ごみ出し支援事業対象世帯名簿（様式第２号） 

・世帯要件確認調査に対する同意書（様式第２号の２） 

・高齢者等ごみ出し支援事業協力員名簿（様式第３号） 

 

※ 登録事項の変更や活動を廃止する場合は、その都度届出が必要です。 

・交付申請書 

・実績報告書  など 

※ 書類提出から概ね１～２か月後に指定の口座に振り込まれます。 

 

 

 

 

 

ごみ出し支援事業対象世帯 

※ 毎月のごみ出し支援実績について、実績明細書に対象世帯から確認の 

署名をもらいます。 


